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外部衝撃関係の要求で新規に設置または改造した設備
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竜巻影響評価の対象設備について 

 

１．竜巻影響評価の対象設備（第１回申請含む）と関係条文を下表に示す。 

 
No 名称 種別 第 6条 第 8条 第 11

条 

第 12

条 

第 13

条 

その他 

耐震 竜巻 外部 

火災 

火山 航空 

機墜落 

落雷 内部 

火災 

溢水 薬品 

１ 飛来物防護ネット(再処理設

備本体用 安全冷却水系冷却

塔 B) 

新設 〇 ◎ 〇 〇 ― 〇 〇 ― ― 〇 

（閉じ

込め） 

２ 飛来物防護ネット(使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設

用 安全冷却水系冷却塔 A，

B) 

新設           

３ 飛来物防護ネット(再処理設

備本体用 安全冷却水系冷却

塔 A) 

新設           

４ 飛来物防護ネット(第２非常

用ディーゼル発電機用 安全

冷却水系冷却塔 A，B) 

新設 〇 ◎ 〇 〇 ― 〇 〇 ― ― 〇 

（閉じ

込め） 

５ 飛来物防護板(前処理建屋 

安全蒸気系設置室) 
新設           

６ 飛来物防護板(精製建屋 非

常用所内電源系統及び計測制

御系統施設設置室 A，B) 

新設           

             

◎：主となる条文 

〇：関係条文 

追⽽ 

追⽽ 
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２．飛来物防護ネット 

2.1 飛来物防護ネット(第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔 A，B) 
 飛来物防護ネット(第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔 A，B)（以下

「飛来物防護ネット(G10)」という。）は防護ネット（支持架構に直接設置），防護ネット

（鋼製枠），防護板（鋼材）及び支持架構により構成されている。 

飛来物防護ネット(G10)を構成する防護ネット（支持架構に直接設置），防護ネット（鋼

製枠），防護板（鋼材）及び支持架構は，第１回申請にて認可された飛来物防護ネット(再

処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B)と面積や形状の違いはあるが，同じ構造であり，

これらの設備の差異はないと判断できる。 

 しかしながら，整流板が設置されていることから，冷却塔 A,B への波及的影響を与えな

いことを確認する必要がある。 
飛来物防護ネット(G10)の構造概要図及び耐火被覆施工範囲を次頁以降に示す。 
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第 2.1-1 図 飛来物防護ネット(G10)の基礎構造概要図

A 

燃
料
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却
塔 

基礎 
(F2) 

ト
レ
ン
チ 

基礎(F3) 

        トレンチ 

冷
却
塔 

基礎梁 

基礎(F1 南) 

A 

埋設されているトレンチとの⼲渉により基
礎(F2,F3)の配置に制限が⽣じていることか
ら，基礎(F1 北及び F1 南)により地震荷重を
負担する構造とした。また，基礎(F3)と基
礎(F1 南)を基礎梁で接続し，⼀体化するこ
とで転倒に対する安定性を確保している。 

⾮
常
⽤
電
源
建
屋 

サブドレンピット 

サブドレンピット 

サブドレンピットとの⼲渉に
より基礎を分割している。 

基 礎 は ⽀ 持 地 盤 で あ る 岩 盤 に
MMR を介して設置している。 

埋設されている燃料油貯蔵タ
ンクとの⼲渉により東側には

基礎を設置できない。 

基礎(F1 北) 

：基礎 
Ａ－Ａ 
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（南西方向から） 

 

 

 

（南東方向から） 

 

第 2.1-2 図 飛来物防護ネット(G10) 架構鳥観図 

基礎(F1 北) 

基礎(F1 北) 

基礎(F1 南) 

基礎(F1 南) 

基礎(F2) 

基礎(F3) 

サブドレンピットとの⼲渉により基礎を配置できないた
め，基礎(F2)上の⽀持架構と基礎(F1 北) 及び基礎(F3)
の⽀持架構は斜めに接続している 

基礎(F3) 
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平⾯視 
南側の構造体として対称配置 

北側の構造体として対称配置 

：SV125 
：SV150 
：SV200 
：SV250 ：SV100 

：SV75 
：SV50 

凡例 

転倒モーメント低減のために地震荷重の負担が⼤きい基
礎（F1 北及び F1 南）上の⽀持架構に座屈拘束ブレース
を設置する。 

第 2.1-3 図 飛来物防護ネット(G10)座屈拘束ブレースの配置 
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第 2.1-4 図 飛来物防護ネット(G10) 構造概要図 

平⾯図 
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ネット 

シャックル 

隅角部固定ボルト 

ターンバックル 

取付プレート 

ワイヤロープ 

トロリ 
(車両用扉に設置) 

ガイドレール 

(車両用扉に設置) 

ネット 

シャックル 

隅角部固定ボルト 

ターンバックル 

押さえボルト 

取付ボルト 

補助防護板 

ワイヤロープ 

取付プレート 

第 2.1-5 図 防護ネットの概要図 

防護ネット（支持架構に直接設置） 

防護ネット（鋼製枠）（車両用扉を例に示す） 

防護ネット本体の構造は第 1 回
申請と変更なし 
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南⾯ ⻄⾯ 

  

南⻄⾓部 

北⻄⾓部 

北⻄⾓部 

防護ネット(鋼製枠) 

防護ネット(⽀持架構
に直接設置・外張り) 

防護ネット(⽀持架構
に直接設置・外張り) 

防護ネット(鋼製枠) 

防護板(鋼材) 

防護板(鋼材) 

南⻄⾓部 

第 2.1-6 図 飛来物防護ネット(G10)構造概要図（西面） 

最上層はトラス構造により防護ネッ
トを取付けることができないため，
防護板(鋼材)により防護している。 

必要離隔距離が確保出来ないため，
防護板(鋼材)により防護している。 
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南⾯ ⻄⾯ 

  

第 2.1-7 図 飛来物防護ネット(G10)構造概要図（南面） 

南面 
防護ネット(鋼製枠) 

防護ネット(鋼製枠) 

防護ネット(⽀持架構
に直接設置・外張り) 

防護ネット(鋼製枠・
⾞両⽤扉) 
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東面（内面視） 

第 2.1-8 図 飛来物防護ネット(G10)構造概要図（東面，北面） 

防護ネットを取付けるスペースが確保できなか
ったことから防護板(鋼材)により防護している。 

北面（内面視） 

防護ネットや防護板(鋼材)が無い範囲
は⾮常⽤電源建屋により防護している。 
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北 

南 北 

南 

⾮常⽤電源建屋 
⾮常⽤電源建屋 

⾶来物防護ネット(G10) 
⽀持架構 

⾶来物防護ネット(G10) 
⽀持架構 

⾶来物防護ネット(G10) 
⽀持架構 ⾶来物防護ネット(G10) 

⽀持架構 

第 2.1-9 図 飛来物防護ネット(G10)と非常用電源建屋境界部概要図 

 

⾮常⽤電源建屋と⾶来物防護ネ
ット(G10)の⽀持架構の隙間を
埋めるため防護板(鋼材)を設置

している  

⾮
常
⽤
電
源
建
屋 

冷
却
塔 
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第 2.1-10 図 飛来物防護ネット(G10)と冷却塔 A，B及び非常用電源建屋との位置関係 

 
 
 
 

燃料油貯蔵タンク 

⾮常⽤電源建屋と⾶来物防護ネッ
ト(G10)の⽀持架構の隙間は，地
震による変位を考慮している。 ⾮常⽤電源建屋 
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整流板配置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
整流板拡⼤図  

整流板（本体） 

第 2.1-11 図 飛来物防護ネット(G10)整流板構造概要図 

整流板（本体） 

冷却塔の排気空気が吸
い込まれるおそれ※が
あることから，吸い込
みを防⽌するため，整
流板を設置 
※：第 2.1-12 図参照 

整流板取付部材
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⾮
常
⽤
電
源
建
屋 

第 2.1-12 図 冷却塔 A,B 吸排気概要図 

：吸気 
：排気 

冷却塔 A,B は建屋が近接していることから，冷却塔の南北⽅向の中⼼付近では上⽅
からも吸気することとなる。元々「冷却塔を⾮常⽤電源建屋からファン設置⾼さと
同じ距離以上を離せば問題ない」とのメーカ⾒解のとおり設置していたが，⾶来物
防護ネットを設置することで冷却塔の排気が阻害され，⼀部排気空気を上⽅からの
吸気で巻き込む懸念があった。 
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第 2.1-13 図 飛来物防護ネット(G10A)耐火被覆施工範囲図(1/4) 全体図 

第 1 回申請と同様に離隔
距離表を元に塗装範囲を
決定し耐⽕被覆を施⼯し
ている。 

：耐⽕被覆施⼯ 

⾮常⽤電源建屋 
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第 2.1-13 図 飛来物防護ネット(G10A)耐火被覆施工範囲図(2/4) A-A，B-B，C-C，I-I，J-J 及び K-K 断面  

：耐⽕被覆施⼯ 

○番号については，外外
⽕ 04 で別途説明する。 

⾮常⽤電源建屋 

⾮常⽤電源建屋 
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第 2.1-13 図 飛来物防護ネット(G10A)耐火被覆施工範囲図(3/4) D-D，G-G 及び H-H 断面 

：耐⽕被覆施⼯ 

○番号については，外外
⽕ 04 で別途説明する。 

⾮常⽤電源建屋 
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第 2.1-13 図 飛来物防護ネット(G10A)耐火被覆施工範囲図(4/4) E-E 及び F-F 断面 

：耐⽕被覆施⼯ 

○番号については，外外
⽕ 04 で別途説明する。 

⾮常⽤電源建屋 

⾮常⽤電源建屋 
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第 2.1-14 図 飛来物防護ネット(G10A)防護板の耐火被覆施工範囲図 

 

：耐⽕被覆施⼯ 
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第 2.1-15 図 飛来物防護ネット(G10A) 人員開口部周辺の塗装状況 

 
  

：耐⽕被覆施⼯ 
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【参考】 

飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B)の構造について 

飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B)の構造概要図及び耐火被

覆施工範囲を次頁以降に示す。 

 
 

  

 
(天面) 

 

第 1 図 飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B)の構造概要図

(1/4) 
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(南面) 

 

 

(北面) 

 

第 1 図 飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B)の構造概要図

(2/4) 
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(東面) 

 
 
 
 
 

 

第 1 図 飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B)の構造概要図

(3/4) 
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(西面) 

 

(張出部天面) 

 

(張出部南面，北面及び西面) 

 
 

 
 

第 1 図 飛来物防護ネット(再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B)の構造概要図

(4/4) 
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ネット 

シャックル 

隅角部固定ボルト 

ターンバックル 

取付プレート 

ワイヤロープ 

トロリ 

ガイドレール 

ネット 

シャックル 

隅角部固定ボルト 

ターンバックル 

押さえボルト 

取付ボルト 

補助防護板 

ワイヤロープ 

取付けプレート 

第 2図 防護ネットの概要図 

防護ネット（支持架構に直接設置） 

防護ネット（鋼製枠） 
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第 3図 座屈拘束ブレースの概要図 

 
 

 
第 4図 座屈拘束ブレースの配置図 

  

 座屈拘束ブレース 

天⾯ ⻄⾯ 

北⾯ 

東⾯ 

南⾯ 

：座屈拘束ブレース 
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第 5図 耐火被覆施工範囲図 

：耐⽕被覆施⼯ 
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